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				「セクシー田中さん」と著作者人格権　～著作物の利用と契約～
			執筆者：弁護士・弁理士　田中雅敏 　「著作者人格権は、これを行使しない。」 　著作権を譲渡したり、利用を許諾する契約書には、こうした条文が入っていることが多いと思います。いわゆる「ひな形」的な契約書にも入っていることが多い条文で、一般的と言

			https://www.meilin-law.jp/%e3%80%8c%e3%82%bb%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%e7%94%b0%e4%b8%ad%e3%81%95%e3%82%93%e3%80%8d%e3%81%a8%e8%91%97%e4%bd%9c%e8%80%85%e4%ba%ba%e6%a0%bc%e6%a8%a9%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%91%97%e4%bd%9c%e7%89%a9/

				
	
				中国から日本への個人情報の越境移転について
			執筆者：弁護士　森進吾 　中国の個人情報保護法は、2021年11 月に施行されたものの、抽象的なルールしか定めていない条文も多く、事業者として具体的にどのように対応すればよいのか苦慮する規制も存在していました。その規制の代表例として、個人情

			https://www.meilin-law.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%8b%e3%82%89%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e8%b6%8a%e5%a2%83%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

				
	
				固定残業代制度に関する重要最新判例のご紹介
			執筆者：弁護士　髙崎慎太郎 １　残業代（固定残業代制度）に関する重要な最高裁判例をご紹介します。　タクシー業界については、近時、【歩合給の計算に当たり、売上高等の一定割合に相当する金額から残業代に相当する金額を控除する（控除した残額が歩合給

			https://www.meilin-law.jp/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e6%ae%8b%e6%a5%ad%e4%bb%a3%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%88%a4%e4%be%8b%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/

				
	
				Chat GPTの普及と生成AIのトリセツ
			執筆者：弁護士　田中雅敏 　Chat GPT の急速な普及に伴い注目を集めている生成AI ですが、活用が急速に進んでいる一方で、様々な問題点があるのも事実です。生成AI をめぐる問題点は多岐にわたりますが、ここでは、とりわけ法的な観点から、

			https://www.meilin-law.jp/chat-gpt%e3%81%ae%e6%99%ae%e5%8f%8a%e3%81%a8%e7%94%9f%e6%88%90ai%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%84/

				
	
				Uber Eats 配達員を「労働者」と認めた東京都労働委員会の命令について
			執筆者：弁護士　柏田剛介 1　アプリで注文すると好きなお店の料理を届けてくれる「Uber Eats」はコロナ禍で利用者が広がり、アプリを使わない人でも、自転車に乗ったUber の配達員を見かけることは多いのではないかと思います。Uber の

			https://www.meilin-law.jp/uber-eats-%e9%85%8d%e9%81%94%e5%93%a1%e3%82%92%e3%80%8c%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%80%8d%e3%81%a8%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%81%9f%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a/

				
	
				いわゆる「ステマ」規制について
			執筆者：弁護士　堀田 明希 1　「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」 　景品表示法（以下、「景表法」といいます。）第5 条第3 号を受け、消費者庁は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難で

			https://www.meilin-law.jp/%e3%81%84%e3%82%8f%e3%82%86%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%9e%e3%80%8d%e8%a6%8f%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

				
	
				創業者間契約
			執筆者：弁護士　松浦駿 １. 創業者間契約とは 　創業者間契約は、共同で新しい事業を始める創業者同士が取り交わす契約です。この契約には、各創業者の責任と権利・役割、意思決定プロセス、出資比率や資産の分配に関する経済的な事由の取決め、脱退する

			https://www.meilin-law.jp/%e5%89%b5%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%96%93%e5%a5%91%e7%b4%84/

				
	
				税関における知的財産権侵害物品の差止め
			執筆者：弁護士　鈴木 萌 　税関は、関税法に基づき、輸入・輸出される貨物の中に特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権等の知的財産権を侵害する物品（以下「知的財産侵害物品」と言います。）が含まれている場合、その物品の輸入・輸出を差し止める

			https://www.meilin-law.jp/%e7%a8%8e%e9%96%a2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e6%a8%a9%e4%be%b5%e5%ae%b3%e7%89%a9%e5%93%81%e3%81%ae%e5%b7%ae%e6%ad%a2%e3%82%81/

				
	
				「ルブタン」事件と「ドクターマーチン」事件に見る不正競争防止法
			執筆者：弁護士　吉田幸祐 １　近時出た二つの結論の異なる判断 　イタリアの高級ファッションブランドとして知られる「クリスチャン　ルブタン」（以下、「ルブタン」といいます。）を象徴する赤い靴底の女性用ハイヒール（図１参照）。「Dr．Marte

			https://www.meilin-law.jp/%e3%80%8c%e3%83%ab%e3%83%96%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%80%8d%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%83%89%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%b3%e3%80%8d%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab/

				
	
				相隣関係のルール
			執筆者：弁護士　小栁美佳 令和5 年4 月1 日施行民法により改正された相隣関係のルールについて、ご紹介します。 敷地使用権（改正民法209条1項） 　旧民法は、隣地使用の目的として「障壁又は建物を築造、修繕」しか挙げていませんでしたが、改

			https://www.meilin-law.jp/%e7%9b%b8%e9%9a%a3%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ae%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab/
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		    明倫国際法律事務所
弁護士法人　明倫国際法律事務所　主事務所

			〒810-0001

			福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル7階

			TEL 092-736-1550

			FAX 092-736-1560

		  
	
		    明倫国際法律事務所　東京事務所
（弁護士法人　明倫国際法律事務所　従事務所）

			〒102-0073

			東京都千代田区九段北1-11-4 井門九段下ビル8階

			TEL 03-6256-9761

			FAX 03-6256-9762

		  


	  

		
		
		
	  
	    	
		    上海オフィス

			上海市長寧区中山西路1055号 SOHO中山

			広場A座16楼1603-05

			郵便番号200051

			TEL  +86-21-5840-9700

			FAX +86-21-5887-1151

		  
	
		    香港オフィス

			Office K, 15/F, MG Tower, No.133 Hoi Bun Road,

			Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

			TEL +852-3104-4933

			FAX +852-2517-7686

		  
	
		    シンガポールオフィス

			80 Robinson Road #10-01A (S) 068898, Singapore

			TEL +65-6420-6907

			FAX +65-6491-5131

		  


	  

		
		
	  
	    	
		    ベトナム ハノイオフィス

			18F, CMC Tower, No.11, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward,
			Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

			TEL +84-24-7107-6899

		  
	
		    ベトナム ホーチミンオフィス

			7F, PDD Building, 162 Pasteur Street, Ben Nghe Ward,

			District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

			TEL +84-28-3535-7798

		  
	
		    ベトナム ダナンオフィス

			3F Indochina Riverside Bld, 74 Bach Dang Street, Hai Chau ⅠWard,
			 Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam

			TEL +84-236-366-4679
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